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1.はじめに 
 

 

 

 

 

今回リリースいたしました「介五郎（総合支援版）Ver8.1.0.0」は、令和 6 年４月度の改正内容への対応

確定版となります。本バージョンでは前バージョンで行っていた機能制限を解除し、4 月からの新しい地域区

分、単位の入力から請求作業まで行えます。 

本マニュアルでは主に介五郎の変更内容および操作方法について説明しています。制度改正の内容について

は 3 月 25 日公開の「令和 6 年度障害福祉サービス制度改正マニュアル」をお読みください。※介五郎の「メ

ッセージ」（メッセージリスト）からもご覧いただけます。 

 

［本マニュアルの概要］ 

 

2. システム共通の変更 

 各サービスのシステム共通の変更です。 

2-1. 地域区分の見直し 

令和 6 年４月より地域区分が見直されます。本バージョンで新しい設定欄を追加したので、事業所ごとに地

域区分の設定が必要になります。 

2-2. 虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算・情報公表未報告減算の入力 

 改正により虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算・情報公表未報告減算の 3 つの減算が新設

されます。 

2-3. 事業所台帳の加算関連入力の改良点 

 事業所台帳の加算関連入力で設定した加算・減算について、設定中の区分を一覧で確認できるよう改良しま

した。 

 

3. 居宅介護システムの変更 

 居宅介護システムの変更点についてご説明します。 

3-1. 福祉・介護職員処遇改善加算の一本化への対応 

 令和６年６月より処遇改善加算が見直され、特定処遇改善加算・ベースアップ支援加算とまとめて一本化さ

れます。 

3-2. 熟練同行の見直し（重度訪問介護） 

 改正により重度訪問介護で同行支援を行う場合の算定要件が緩和され、サービス提供実績記録票の記載方法

が変更されます。介五郎での入力方法についてご説明します。 

  

―――「改正対応時の特別注意」を必ずお読みください！――― 

制度改正への対応時はそのときだけ特別に発生する重要な注意事項があります！ 

重要事項を P.4「改正対応時の特別注意」にまとめていますので必ずお読みください！ 
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3-3. 入院時支援連携加算の入力（重度訪問介護） 

 改正により重度訪問介護に入院時支援情報連携加算が設けられました。介五郎での入力方法についてご説明

します。 

3-4. その他の変更・改良点 

 その他の変更・改良点についてご説明します。 

 

4. 計画相談支援システムの変更 

計画相談支援システムの変更点についてご説明します。 

4-1. 各種加算の設定 

 改正により加算・減算の新設や変更が行われます。介五郎での入力方法や変更点についてご説明します。 

4-2. 再計算機能の新設 

 相談支援実績入力に再計算機能を新設しました。使用方法についてご説明します。 

4-3. 計画相談支援実績確認表の変更、実績入力画面の加算一覧の説明。 

 相談支援実績入力から印刷できる計画相談支援実績確認表について、加算減算の増加に伴い、閲覧・確認が

行いやすいよう利用者ごとの単票様式へ変更しました。 

4-4. 利用者別負担金集計表の新設 

 月次帳票印刷に利用者別負担金集計表を新設しました。 
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■改正対応時の特別注意 
法改正をまたぐときは、その時だけの特別な注意事項が生じます。ご使用いただく前に、必ず以下の諸注意

をお読みください。 

 

■ 今回の改正内容に関わる注意 
 

  

① 令和 6 年度以降の地域区分の設定が必須です（全サービス共通） 

設定を行わないと予定や実績の取込・登録時などにエラーが出ます！必ず初めに行ってください！ 

改正で地域区分が見直されています。このため事業所台帳にて移動支援を除く全ての自社事業所の地域区

分欄に令和 6 年度以降の級地を設定する必要があります。本バージョンにて改正後の新しい地域区分を入

力する欄を追加していますが初期値で空白なので、市町村の級地が変更されているかにかかわらず入力が必

要になります。詳しくは P.11「2-1.地域区分の見直し」をご覧ください） 

（事業所台帳） 

   

 

【重要】改正対応時の特別注意  
 

バージョンアップ直後は「令和 06 年度」が全て空白 

→事業所台帳の地域区分入力で設定が必要 
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② 4 月から新設、変更される加算・減算の確認、設定を行ってください。（全サービス共通） 

改正で新しい加算・減算が設けられ、要件が変更される加算などもあります。届出と照合して 4 月から

算定する加算類の確認を行ってください。体制系の加算・減算は事業所台帳で行いますので、算定する加算・

減算について事前に設定を行ってください。 

（事業所台帳） 
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④ 4 月以降の記録票予定を作成済の場合、再計算を行うと 4 月からの単位数が反映されます。（居宅介護

システム） ※この作業は必須ではありません。 

※Ver8.1.0.0 へバージョンアップ前に 4 月以降の記録票予定を作成していた場合にご覧ください。 
 

前回の Ver.8.0.0.0 改正内容への暫定対応版でしたので、4 月以降の記録票予定入力を作成した場合、請

求明細書画面を非表示にしていました（Ver8.0.0.0 へバージョンアップ前に 4 月以降の予定を作成してい

た場合は旧単位数で表示）。今回の Ver.8.1.0.0 で再計算を行うと請求明細書画面に 4 月からの単位数が反

映されます。なお、記録票予定で再計算を行わなくても、記録票実績へ取込時は 4 月からの単位数が反映

されるので、必要な場合は行ってください。 

 

  

 

 

再計算すると、請求明細書は 4 月からの単位数が表示 
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■ 請求に関わる注意 

 

 

 

 

 

 

 

4 月提供分ご請求時のお願い 
令和 6 年４月提供分の請求は、報酬改定後の初めての請求となります。予期せぬトラブルが発生し、

場合によっては返戻につながってしまう可能性がございます。また、弊社サポートや国保連の窓口も普

段の請求期間よりお問い合わせが増えることが予想されます。 

つきましては、余裕を持って早めに請求業務を行い、よく見直したうえでご請求いただきますよう、

お願い申し上げます。 

大阪府・兵庫県内の事業所様につきましては、請求結果を事前チェックする方法があります（次ペー

ジ参照）。活用すれば請求データの誤りを早期に発見し、返戻を未然に防ぐことができますので、あわせ

てのご利用を推奨いたします。 

①事業所台帳にて令和 6 年度の地域区分の設定を行ってください。 

 事業所台帳にて、令和 6 年度の地域区分を設定してください。 

 また、地域区分について、ほとんどの市町村は今回の改正で変わっていませんが、一部の市町村で変更

されています。請求に関わる市町村の地域区分が変わっている場合、新しい地域区分で請求しなければ返

戻の原因になりますので、必ず新しい地域区分を設定して請求してください。 

②事業所台帳を見直してください。 

 改正により新しい加算・減算が設けられ、要件が変更になる加算などもあります。届出と照合して事業

所台帳の各種算定区分を正しく設定できているか、実績に反映されているか、必ず請求前にご確認くださ

い。 
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―大阪府・兵庫県内の事業所様へ― 

 

 

4 月分の請求結果の事前チェックを推奨します 

 改正後初の請求では平時より返戻が起きやすい傾向があります。大阪府と兵庫県ではそれぞれの国保連が

確定する前に審査結果を確認して差し替えることができるサービスを提供しています。返戻を避けることが

できるメリットがありますので、ご活用ください。 

［大阪府］ 

大阪府国保連が運営するウェブサービス「Oh!Shien（オー支援）」を利用することで返戻を未然に回避す

ることができます。Oh!Shien では請求期間後、一定期間一次審査の結果を自己点検し、誤りがある場合は

差し替えることができます。事業所様に非常に有益なサービスですので、ぜひご活用ください。 

※ 使用方法はトップページ左下にあるマニュアルをご参照ください。 

※ Oh!Shien を利用するには証明書インストール等の初期設定が必要です。トップページ左下に導入マニュアルも公

開されています。初めて利用する場合はまず導入マニュアルを読んで初期設定を行ってください。 

  

 

［兵庫県］ 

兵庫県内の事業所様は 7 日までに請求することで事前チェックを受けることができます。事前チェック

によりエラーになった場合は 10 日までに再請求することで返戻を回避できるので、できるだけ 7 日まで

に請求されることをおすすめします。詳細は下記県国保連ホームページをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府国保連「Oh!Shien」URL 

https://www.osaka-shien.jp/ohshien/ 

 

兵庫県国保連 HP「事前チェックについて」 

https://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/medical/care/index5.html 

 

https://www.osaka-shien.jp/ohshien/
https://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/medical/care/index5.html
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■ 本マニュアルの構成 
 本マニュアルの構成は下記になります。関連する項目をお読みください。 

※「改正前の特別注意」は重要な注意事項を記載しているので、必ずお読みください。 

 

 

 

 

  

ﾍﾟｰｼﾞ 内容 
居宅 

介護 

重度 

訪問 

同行 

援護 

行動 

援護 

計画 

相談 

児童 

相談 

移動 

支援 

改正対応時の特別注意 

P. 4 改正対応時の特別注意 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

P. 7  4 月提供分ご請求時のお願い ○ ○ ○ ○ ○ ○  

2.システム共通の変更 

P. 11  2-1 地域区分の見直し ○ ○ ○ ○ ○ ○  

P. 17  2-2 
虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未

策定減算・情報公表未報告減算の入力 
○ ○ ○ ○ ○ ○  

P. 22 2-3 事業所台帳の加算関連入力の改良点 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

3.居宅介護システムの変更 

P. 24  3-1 
福祉・介護職員処遇改善加算の一本化への

対応 
○ ○ ○ ○    

P. 30  3-2 熟練同行の見直し（重度訪問介護）  ○      

P. 43  3-3 入院時支援連携加算の入力（重度訪問介護）  ○      

P. 46  3-4 その他の変更・改良点 ○ ○ ○ ○    

4.計画相談支援システムの変更 

P. 50 4-1 各種加算の設定     ○ ○  

P. 64 4-2 再計算機能の新設     ○ ○  

P. 68 4-3 
計画相談支援実績確認表の変更、実績入力

画面の加算一覧の説明 
    ○ ○  

P. 72 4-4 利用者別負担金集計表の新設     ○ ○  
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2. システム共通の変更 
 居宅介護・相談支援システム共通で関係する変更についてご説明します。制度改正の内容については令和

6 年 3 月 25 公開の「令和 6 年度障害福祉サービス制度改正マニュアル」をお読みください。※介五郎の「メ

ッセージ」（メッセージリスト）からもご覧いただけます。 

 

 

  

  

2-1. 地域区分の見直し P. 11 

 改正により地域区分が見直されました。市町村の級地が変更されていない場合でも令和 6 年度以降の地

域区分の設定を追加する必要があります。設定は事業所台帳で行います。 

2-2. 虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算・情報公表未報告減算の入力 P. 17 

改正に伴い「虐待防止措置未実施減算」「業務継続計画未策定減算」「情報公表未報告減算」が新設されま

した。減算を算定する場合は事業所台帳から設定を行います。 

2-3. 事業所台帳の加算関連入力の改良点 P. 22 

事業所台帳の加算関連入力で設定した加算・減算について、設定中の区分を一覧で確認できるよう改良し

ました。 
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2-1. 地域区分の見直し 
 今回の改正では地域区分が見直されました。見直しにより級地が変更されたのは一部の市町村のみですが、

以前の地域区分と令和 6 年度以降の地域区分を分けて管理する必要があるため、級地が変更されていない市

町村についても、令和 6 年度以降の地域区分を入力していただく必要があります。 

 介五郎では事業所台帳の地域区分入力画面で設定します。事業所台帳は居宅介護や重度訪問介護などのサー

ビス種類別に分かれているので、各台帳を呼び出して個別に設定する必要があります。 

 

 

 

 

＜事業所台帳＞ 

    

 

 

  

地域区分は返戻につながる重要な項目です。設定を誤らないよう、よくご注意ください 

台帳はサービス種類毎に分かれています 

地域区分入力を開いて令和 06 年度 

の級地を設定 
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【令和 6 年度から令和 8 年度までの地域区分】 
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＜地域区分の設定＞ 
事業所台帳で令和 6 年度以降の新地域区分を設定します。 

  

① メインメニューより事業所台帳をクリックし、

開きます。 

  

 

② F2 検索より地域区分を設定する事業所を呼び

出します。 

  

 

③ 地域区分入力をクリックします。 

  

 

④ 令和 6 年度欄に改正後の地域区分を入力しま

す。 

 

 （例）「02-二級地」を入力 

  



介五郎（総合支援版） Ver8.1.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正実績入力版】 

14 

 

 

 

 

⑤ 確定をクリックします。 

  

 

⑥ F9 登録をクリックし、登録します。 

 

【地域区分の確認】 

 地域区分印刷をクリックすると、地域区分一覧表を閲覧・印刷できます。各市町村の級地を確認したいと

きにご覧ください。 

 

 

【旧地域区分の確認】 

 過去の地域区分の設定を確認する時は旧地域区分をクリックしてください。 

 

 

POINT 

チェックすると過去の地域区分一覧表を閲覧可能 
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【地域区分が未設定の場合】 

 地域区分が未設定の場合、予定・実績入力画面でエラーが表示されます。下記エラーが出た場合は事業所

台帳で地域区分の設定を行ってください。 

 

（登録時に出るエラー） 

 

 

（実績取込時に出るエラー） 

＜居宅介護＞ 

 

＜計画相談支援＞ 

 

 

注意！ 
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【先に記録票を作成していた場合】 

 地域区分の設定を行う前に予定を作成していた場合、事業所台帳の地域区分設定を反映させるために、記

録票入力画面で再計算を行う必要があります。 

＜記録票入力＞ 

 

 

注意！ 

再計算 
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2-2. 虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減

算・情報公表未報告減算の入力 
 改正により「虐待防止措置未実施減算」「業務継続計画（BCP）未策定減算」「情報公表未報告減算」が新設

されました。介五郎でこれらの減算を入力するときは事業所台帳で減算の設定を行います。事業所台帳の設定

は記録票入力に反映されます。 

 

【算定要件】 

 

 

 

  

虐待防止措置未実施減算 所定単位数の１％を減算（新設） 

【全サービス】 

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の１％を減算する。 

①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること 

②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 

③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

業務継続計画未策定減算 所定単位数の１％を減算（新設） 

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、計画相談支援、障害児相談支援】 

以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。  

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制

で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること  

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

※令和７年３月 31 日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的

計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 

※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型

児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援については、「非常

災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和７年３月 31 日までの間、減算を適用し

ない。 

情報公表未報告減算 所定単位数の５％を減算（新設） 

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、計画相談支援、障害児相談支援】 

障害者総合支援法第 76 条の３の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する。 
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＜事業所台帳＞ 

 

 

 

 

 

＜記録票入力＞ 

 

加算関連入力内の

設定状況を表示 

各減算を選択して設定 

事業所台帳の減算設定が記録票入力に反映 

請求明細書タブに切替 
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＜事業所台帳の加算種類＞ 

 

 

＜各減算の設定＞ 
事業所台帳で各減算を設定する手順です。ここでは虐待防止措置未実施減算の設定を例にご説明します。 

加算名 備考 

15-虐待防止措置未実施減算（令和6年4月） 虐待防止措置未実施減算を設定する時に選択します。 

16-業務継続計画未策定減算（令和7年4月） 業務継続計画未策定減算を設定する時に選択します。 

17-情報公表未報告減算（令和 6 年 4 月） 情報公表未報告減算を設定する時に選択します。 

 

① メインメニューより事業所台帳をクリックし、

開きます。 

  

 

② 事業所台帳はサービス種類ごとに台帳が分かれ

ます。F2 検索より各台帳を呼び出して設定し

ます。 

  

 

③ 加算関連入力をクリックします。 
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④ 加算種類欄で設定する減算の種類を選択しま

す。 

  

（例）「15-虐待防止措置未実施減算（令和 6 年 4 月）」 

を選択 

  

 

⑤ 「設定値」欄をクリックして「1-あり」を入力

します。 

  

 

⑥ 減算の算定開始日を「開始日」欄に入力します。

終了日は空白でかまいません。 

  

 

⑦ 確定をクリックします。 

  

 

⑧ F9 登録をクリックし、登録します。 
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【記録票入力では請求明細書タブで確認できます】 

 記録票入力では請求明細書タブを表示することで減算の有無を確認することができます。 

 

＜記録票入力｜請求明細書タブ＞ 

 

 

【先に記録票を作成していた場合は再計算を行ってください】 

 減算の設定を行う前に予定を作成していた場合、記録票入力に設定を反映させるために再計算を行う必要

があります。 

 

＜記録票入力＞ 

 

注意！ 

POINT 

請求明細書タブ 

再計算 
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2-3. 事業所台帳の加算関連入力の改良点 
 事業所台帳の加算関連入力で設定した加算・減算について、設定中の区分を一覧で確認できるよう改良し

ました。令和 6 年 4 月以降の加算について表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了日が設定されてない場合に加算・減算の区分が表示されます。終了日を入力している場合は【なし】と

表示されます。※実績・請求には終了月まで加算・減算は反映されます。 

 

 

 

 

加算・減算の設定内容を一覧で確認できます 

注意！ 

終了日を入力すると、【なし】と表示 
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3. 居宅介護システムの変更 
 居宅介護システムの変更点です。制度改正の内容については令和 6 年 3 月 25 公開の「令和 6 年度障害

福祉サービス制度改正マニュアル」をお読みください。※介五郎の「メッセージ」（メッセージリスト）から

もご覧いただけます。 

 

 

 

 

  

3-1. 福祉・介護職員処遇改善加算の一本化への対応 P. 24  

 令和 6 年６月から処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算が整理され、新しい処遇

改善加算に一本化されることになりました。介五郎では事業所台帳で加算の設定を行うことで入力すること

ができます。 

3-2. 熟練同行の実績記録票記載要領の変更（重度訪問介護） P. 30  

 重度訪問介護で熟練ヘルパーが新任ヘルパーに同行して支援した場合、基本報酬を２人分で 170％算定

できることになっていましたが、この要件が広げられ、重度障害者等包括支援（15％加算）対象者に対し

ては新任かどうかに関係無く熟練ヘルパーが同行支援することで算定できるようになりました。あわせて加

算の割合も引き上げられ、２人分で 180％になります。 

 この改正に対応し、記録票入力に同行支援区分を入力する欄を追加しています。 

3-3. 入院時情報支援加算の新設（重度訪問介護） P. 43  

 改正により重度訪問介護に入院時情報支援加算が新設されました。重度訪問介護の利用者が入院するとき

に病院・診療所に訪問し、必要な情報提供や調整を行った場合に算定できる加算です。 

 介五郎では記録票入力画面に「加算情報」タブを追加し、加算を入力できるようにしました。 

3-4. その他の変更 P. 46  

 そのほか、記録票入力の画面レイアウトの変更や説明画面の内容の更新、重度訪問介護移動加算の不正入

力チェック機能などを追加しております。 
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3-1. 福祉・介護職員処遇改善加算の一本化への対応 
 改正により令和 6 年 6 月から処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算が整理され、新

しい処遇改善加算に一本化されることになりました。 

 介五郎は今回のバージョンでこれに対応しています。新しい処遇改善加算を入力するときは事業所台帳の

加算関連入力で加算の設定を行うことで、記録票入力に加算を反映させられるようになります。 

 

【新処遇改善加算の算定要件】 

 

加算率 

処遇改善加算 サービス区分 

居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 

Ⅰ 41.7% 34.3% 41.7% 38.2% 

Ⅱ 40.2% 32.8% 40.2% 36.7% 

Ⅲ 34.7% 27.3% 34.7% 31.2% 

Ⅳ 27.3% 21.9% 27.3% 24.8% 

算定要件等 

○ 新加算（Ⅰ～Ⅳ）は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。（福祉・介護職員への配分を基本と

し、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。） 

○ 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の 1/2 以上を月額賃金の

改善に充てることを要件とする。 

※ それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する

場合には、ベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その 2/3 以上を月額賃金の改善と

して新たに配分することを求める。 

 

 

＜イメージ図＞ ※下記加算率は生活介護を例として記載。 
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【経過措置について】 

経過措置区分として、令和６年度末まで介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)～(14)を設け、現行の３加算の取

得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにする。 

 

  

○現行の一本化後の新加算Ⅰ～Ⅳに直ちに移行できない事業所のため、激変緩和措置として、新加算Ⅴ(1

～14)を令和７年３月までの間に限り設置。 

○新加算Ⅴは、令和６年５月末日時点で、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善

加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算（現行３加算）のうちいずれかの加算を受けている事

業所が取得可能（新加算Ⅰ～Ⅳのいずれかを取得している場合を除く。）。 

○新加算Ⅴは、現行３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げ

を受けることができるようにする経過措置。 

○新加算Ⅴの配分方法は、加算Ⅰ～Ⅳと同様、福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のあ

る職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。 
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■ 事業所台帳の設定 

 事業所台帳で新しい処遇改善加算を設定するときは加算関連入力画面を開いて設定します。加算関連入力画

面は加算の種類ごとに切り替えて設定する形式です。 

 加算関連入力画面の処遇改善加算に関する加算種類は下記表のとおりになります。今回の改正で旧処遇改善

加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算が一本化され、新しい処遇改善加算Ⅰ～Ⅳに整理されます

が、経過措置として令和 7 年 3 月まで算定可能な処遇改善加算Ⅴ（1）～（14）も設けられています。 

新処遇改善加算Ⅰ～Ⅳの設定を行うときは加算種類を「11-処遇改善加算Ⅰ～Ⅳ（令和 6 年 6 月）」にして

ください。処遇改善加算Ⅴの設定を行うときは加算種類を「12-処遇改善加算Ⅴ（令和 6 年 6 月-令和 7 年 3

月）」にしてください。 

 

＜事業所台帳＞ 

 

 

加算種類（処遇改善加算関連のみ） 

 

  

加算名 備考 

03-処遇改善加算 

（平成 29 年度-令和 6 年 5 月） 

平成 29 年 4 月～令和 6 年 5 月までの処遇改善加算の設定時に選

択。旧処遇改善加算。 

04-特定処遇改善加算 

（令和元年 10 月-令和 6 年 5 月） 

令和元年 4 月～令和 6 年 5 月までの特定処遇改善加算の設定時に選

択。令和 6 年 5 月で廃止。 

10-ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算 

（令和 4 年 10 月-令和 6 年 5 月） 

令和 4 年 10 月～令和 6 年 5 月までのベースアップ等支援加算の設

定時に選択。令和 6 年 5 月で廃止。 

11-処遇改善加算Ⅰ～Ⅳ 

（令和 6 年 6 月） 

令和 6 年 6 月以降の新しい処遇改善加算Ⅰ～Ⅳの設定時に選択。今

回改正で新設。 

12-処遇改善加算Ⅴ 

（令和 6 年 6 月-令和 7 年 3 月） 

令和 6 年 6 月以降の新しい処遇改善加算Ⅴ（1）～（14）の設定時

に選択。今回改正で新設。令和 7 年 3 月までの経過措置。 

①加算関連入力を開く 

②加算種類を選択する 

③加算の設定を行う 

加算関連入力内の設定

を表示します 
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＜新しい処遇改善加算の設定＞ 
事業所台帳で新しい処遇改善加算を設定する手順です。 

 

① メインメニューより事業所台帳をクリックして

開きます。 

  

 

② 事業所台帳はサービス種類ごとに台帳が分かれ

ます。F2 検索より各台帳を呼び出して設定し

ます。 

  

 

③ 加算関連入力をクリックします。 

  

 

④ 設定する加算種類を選択します。 

  

 （例）「11-処遇改善加算Ⅰ～Ⅳ（令和 6 年 6 月）」 

を選択 
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⑤ 「設定値」欄をクリックし、加算の区分を選択

します。 

 

 （例）改善加算Ⅰを選択 

  

 

⑥ 加算の算定開始日を「開始日」欄に入力します。

終了日は空白でかまいません。 

 

※ 開始日を「令和 6 年 06 月 01 日」以前にした

場合、登録時にエラーがでます。 
 

 

 

 

 

  

 

⑦ 確定をクリックします。 

  

 

⑧ F9 登録をクリックし、登録します。 
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【記録票入力では請求明細書タブで確認できます】 

 記録票入力では請求明細書タブを表示することで加算の有無を確認することができます。 

 

＜記録票入力｜請求明細書タブ＞ 

 

 

【先に記録票を作成していた場合は再計算を行ってください】 

 加算の設定を行う前に予定を作成していた場合、記録票入力に設定を反映させるために再計算を行う必要

があります。 

 

＜記録票入力＞ 

 

POINT 

請求明細書タブ 

注意！ 

再計算 
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3-2. 熟練同行の見直し（重度訪問介護） 
 改正により重度訪問介護で同行支援を行う場合の算定要件が緩和され、医療的ケア等の専門的な支援技術が

必要な重度訪問介護加算対象者（15％加算対象者）に対する支援について、採用から６か月以内の新任従業

者に限らず、初めて従事する従業者全般が熟練従業者の同行支援の対象とされることとなりました。また、こ

の見直しにともなってサービス提供実績記録票の記載方法が変更されました。 

介五郎では上記変更に対応するため、同行支援の入力欄を追加しました。記録票の入力方法が利用者の障害

支援区分、ヘルパー２人の組み合わせ、サービス提供時間の違いによって変わります。P. 33「重度訪問介護 

熟練ヘルパーによる同行支援の入力パターン」から入力パターンをまとめているので、入力時は入力パターン

をお読みいただいてから行ってください。 

 

【算定要件】 

 

【サービス提供実績記録票の記載方法】 

重度訪問介護 熟練した従業者が同行して支援を行った場合 所定単位数の 90％（２人合わせて 180％） 

●障害支援区分６の利用者に対し、（中略）当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場

合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間 120 時間以内に限り、所定単位数の 100

分の 90 に相当する単位数を算定する。  

●指定重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、重度訪問介護加算対象者（15％加算対象者）に対する支

援に初めて従事し支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行

った場合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間 120 時間以内に限り、所定単位数

の 100 分の 90 に相当する単位数を算定する。 

「同行支援」欄の記載方法 

●障害支援区分 6 の利用者に対し、熟練ヘルパーが新任ヘルパーに同行してサービス提供を行った場合、

「1」を記載する。 

●重度障害者等包括支援の対象者（＝15％加算対象者）に対し、熟練ヘルパーが同行してサービス提供を

行った場合、「2」を記載する。 

（厚労省「（3-2）実績記録票（記載例）」の抜粋） 

 

今回の変更箇所 



介五郎（総合支援版） Ver8.1.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正実績入力版】 

31 

 

 

■介五郎の変更箇所 

 介五郎では記録票実績入力に同行支援の区分を入力する欄を追加しました。※記録票予定入力に項目はあり

ません。 

 

＜記録票実績入力＞ 

  

 

各設定項目（変更箇所のみ） 

 

  

項目名 説明 

同支 

重度訪問介護で熟練従業者が同行支援を行った場合に、サービス提供実績記録票の記載要領に

したがって「1」または「2」を入力します。 

障害支援区分 6 の利用者に対し、熟練ヘルパーが新任ヘルパーに同行して

支援した場合 
「1」を入力 

重度障害者等包括支援の対象者（＝15％加算対象者）に対し、熟練ヘルパ

ーが同行して支援した場合 
「2」を入力 
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■「同支」の入力内容はサービス提供実績記録票の「同行支援」欄に反映されます（記録票実績の場合） 

 

 

※記録票予定入力画面には「同支」欄を設けていません。記録票予定入力でサービス提供実績記録票を印刷し

た場合、重度訪問介護Ⅰを入力時は「2」、重度訪問介護Ⅱ・Ⅲを入力時は「1」で反映されます。詳細は P. 

40「POINT 「同支」欄の既定値について②」を参照願います。」 
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■ 重度訪問介護 熟練ヘルパーによる同行支援の入力パターン 

※重度障害者等包括支援の対象者＝15％加算対象者と同義 

 

 

パターン 1 二人派遣 （熟練ヘルパーが同一時間帯に新任ヘルパーに同行した場合） 

［利用者］障害支援区分 6 

（１人目）熟練従業者 提供時間 8:00～12:00 

（2 人目）新任従業者 提供時間 8:00～12:00 

 

 

実績記録票の記載 

 

 

●障害支援区分６の利用者に対し、同一時間帯に熟練ヘルパーが新任ヘルパーに同行した場合、1 行に設定し、派遣人

数を 2、同行支援を 1 と設定する。  

●算定時間数、移動時間数は 1 人分を設定する。算定時間数の合計は 2 人分の 8 時間を設定する。 

【補足】同一時間帯に 15％加算対象者に対し熟練ヘルパーが同行した場合の扱い 

○重度障害者等包括支援の対象者に対し、同一時間帯に熟練ヘルパーが同行した場合、1 行に設定し、派遣人数を 2、

同行支援を 2 と設定する。 

介五郎の入力方法 

 介五郎では記録票実績入力で１行で入力し、「人数」欄を「2」にし、「熟練」欄にチェックを入れ、「同支」

欄に新任ヘルパーに熟練ヘルパーが同行した場合は「1」を入力します。 

（補足：15％加算対象者に熟練ヘルパーが同行する場合は同支欄に「2」を入力） 

（記録票実績入力） 

 

1 行で入力する（２行に分けない） 

①「人数」欄に「2」を入力する 

②「熟練」欄にチェックを入れる 

③「同支」欄に「1」を入力する 

（補足） 

15％加算対象者に熟練ヘルパーが同行する場合は同支欄に

「2」を入力 

障害支援区分 6・新任ヘルパーに熟練ヘルパーが同行して支援→同行支援欄に「1」を記載 
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パターン 2 二人派遣 （同一日に熟練ヘルパーと新任ヘルパーが混在した場合） 

［利用者］障害支援区分 6 

【サービス①】 

（１人目）熟練従業者 提供時間 8:00～12:00 

（2 人目）新任従業者 提供時間 8:00～12:00 

【サービス②】 

（1 人目）熟練従業者 提供時間 14:00～16:00 

（2 人目）熟練従業者 提供時間 14:00～16:00 

実績記録票の記載 

  

 
 

①障害支援区分６の利用者に対し、同一時間帯に熟練ヘルパーが新任ヘルパーに同行した場合、1 行に設定し、派遣人

数を 2、同行支援を 1 と設定する。 

②同一時間帯に熟練ヘルパーが 2 人でサービス提供した場合、1 行に設定し、派遣人数を 2 と設定し、同行支援は設

定しない。 

介五郎の入力方法 

 介五郎では記録票実績入力でサービス①とサービス②を 2 行で入力します。 

サービス① 熟練＋新任の同行なので、人数欄「2」、熟練のチェック有効、同支欄「1」、と入力。 

サービス② 通常の 2 人派遣なので、人数欄「2」、熟練のチェック無効、同支欄＝空白、と入力。 

（記録票実績入力） 

 

①8:00～12:00 は熟練＋新任の派遣なので「1」を記載 

②14:00～16:00 は熟練＋熟練の派遣→熟練者による同行支援ではなく通常の 2 人派遣扱い→同行支援欄は空白 

【サービス①】人数＝2 熟練チェックあり 同支＝1 

【サービス②】人数＝2 熟練チェックなし 同支＝空白 

サービス①とサービス②を 2 行で入力 
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パターン 3 二人派遣（熟練ヘルパーが一部の時間帯に新任ヘルパーに同行した場合） 

［利用者］障害支援区分 6 

（１人目）熟練従業者 提供時間 8:00～16:00 

（2 人目）新任従業者 提供時間 8:00～12:00 

 

 

実績記録票の記載 

  

 

 

 

●障害支援区分６の利用者に対し、2 人派遣で熟練ヘルパーが一部時間帯に新任ヘルパーに同行した場合、「通算した

時間」と「重複した時間」に分けてデータを作成する（提供通番は別番号となる）。 

●また、「通算した時間」は新任ヘルパーに同行した時間（8:00～12:00）と同行していない時間（12:00～16:00）

を分けてデータを作成する。 

●派遣人数は行ごとに 1 を設定し、熟練ヘルパーが新任ヘルパーに同行した時間（8:00～12:00）については同行支

援に 1 を設定する。 

介五郎の入力方法 

 介五郎では記録票実績入力で①熟練従業者の同行した時間帯の行、②熟練従業者の同行していない時間帯

の行、③新任従業者の行、の 3 行にして入力します。 

（記録票実績入力） 

   

①熟練従業者は、同行した時間（8:00～12:00）と同行していない時間（12:00～16:00）の 2 行に分ける 

②同行した時間は派遣人数＝1・同行支援＝1 を記載する 

③同行していない時間は派遣人数＝1・同行支援＝空白を記載する 

④新任従業者は別行に記載（提供通番＝2）し、派遣人数＝1・同行支援＝1 を記載する 

（1 行目）人数＝1、熟練のチェック有効、同支＝1 

（2 行目）人数＝1、熟練のチェック無効、同支＝空白 

（3 行目）人数＝1、熟練のチェック有効、同支＝1 

（1 行目）熟練従業者の同行した時間帯の行 

（2 行目）熟練従業者の同行していない時間帯の行 

（3 行目）新任従業者の行 
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＜熟練ヘルパーによる同行支援の入力＞ 
 重度訪問介護Ⅰ（15％加算対象者）に対し熟練ヘルパーが同行してサービス提供を行って、同行支援欄に

「2」を入力するケースを例にご説明します。 

 

【入力パターンの説明資料は介五郎の説明画面でもお読みいただけます】 

入力パターンの説明は記録票入力画面右下の説明でもお読みいただくことができます。 

  

 

① メインメニューより記録票実績入力をクリック

し、開きます。 

  

 

② 入力する提供年月・利用者を選択します。 

  

POINT 

説明をクリックすると開きます 

設定例をクリックすると 

参考資料を閲覧できます 
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③ 入力開始をクリックし、明細欄の入力を可能に

します。 

  

 

④ 日付・サービス内容・開始/終了時間等必要項目

を入力します。 

  

 

⑤ 「人数」欄に「2」を入力します。 

  

 

⑥ 「熟練」欄のチェックを入れます。「同支」欄に

「2」が既定値で入力されます。 

 

 ※既定値と異なり「1」を入力したい場合は直接打

ち換えてください。 
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⑦ 入力確定をクリックします。 

  

 

⑧ F9 登録をクリックし、登録します。 

  

 

⑨ サービス提供実績記録票を印刷すると、入力内

容が反映されます。 
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【「同支」欄の既定値について①】 

「熟練」のチェックを有効にしたとき、利用者の重度訪問介護の算定区分（重度訪問介護Ⅰ～Ⅲの区分）に

応じて、「同支」欄には最も適しやすい値（１または 2）が既定値で入力されます。既定値の設定は下表

のとおりになります。 

算定区分 条件 同支欄の既定値 

重度訪問介護Ⅰ（重Ⅰ） 15％加算対象者 2 

重度訪問介護Ⅱ（重Ⅱ） 障害支援区分 6 該当 1 

重度訪問介護Ⅲ（重Ⅲ） 障害支援区分 4 か 5 1 
 

 

（記録票実績入力） 

 

 

 

POINT 

（例）重度訪問介護Ⅰの場合 

「熟練」欄にチェックをすると「同支」欄

に既定値で「2」が入力される 



介五郎（総合支援版） Ver8.1.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正実績入力版】 

40 

 

 

 

 

  

 

【「同支」欄の既定値について②】 

記録票予定、日報予定入力、提供記録簿で熟練同行の入力を行った場合について。 

これらのメニューでは熟練同行の入力方法は今まで変わりません。記録票実績取り込み後に「同支」欄を確

認する流れとなります。取込時は前ページ記載の既定値で取込されます。 

 

（例）日報予定入力で、「重Ⅰ・熟練同行」を入力した場合 

（日報予定入力） 

 

 

 

 

（記録票実績入力） 

 

 

「同支」欄は既定値の「2」で反映 

POINT 

記録票実績に取込 

「重Ⅰ・熟練同行」を入力 
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【「同支」欄の既定値について③】 

記録票予定でサービス提供実績記録票を印刷した場合。 

記録票予定入力画面にに「同支」欄はありませんが、サービス提供実績記録票を印刷した場合は入力したサ

ービスの既定値で「同行支援」欄に数字が表示されます。 

 

（記録票予定入力） 

 

 

 

サービス提供実績記録票（記録票予定入力で印刷） 

 

 

POINT 

「重Ⅰ」で熟練同行を入力 

F8 印刷 

「同行支援」欄は「2」が反映 
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【重度訪問介護Ⅰで同行支援欄に「1」を入力する場合】 

重度訪問介護Ⅰ（15％加算対象）の利用者であっても、熟練ヘルパーが新任ヘルパーに同行して支援し

た区分で算定する場合は、「同支」欄を「1」で設定します。 

しかしサービス内容が重度訪問介護Ⅰの状態で「熟練」のチェックを入れると「同支」欄には初期値で「2」

が入力されるので、別途「同支」欄を「1」に修正していただく必要があります。 

 

 

 

 

重訪Ⅰで「熟練」にチェックを

入れると「同支」欄に「2」が

入力される 

新任ヘルパーに熟練ヘルパーが

同行した区分で算定する場合、

「同支」欄を「1」に修正する必

要がある 

POINT 
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3-3. 入院時支援連携加算の入力（重度訪問介護） 
 改正により、重度訪問介護に入院時支援連携加算が新設されました。介五郎では記録票予定/実績入力に新

設した加算情報タブで入力できるよう対応しました。 

 

 

＜記録票予定/実績入力＞ 

 

加算情報タブ（新設） 

 

 

  

単位数 

入院時支援連携加算 300 単位／回（新設） 

算定要件等 

病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するに当

たり、重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び

当該病院又は診療所と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った

場合に、１回を限度として所定単位数を加算する。 

加算名  

重度訪問介護 

 入院時支援連携加算 

算定する時に回数を入力します。入院前に 1 回を限度として算定で

きます。 
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＜入院時支援連携加算の入力方法＞  

 

① メインメニューから記録票予定入力または記

録票実績入力をクリックし、開きます。 

 

 ※記録票予定入力で加算を入力しておけば、記録

票実績入力へ取込時に加算を反映できます。 

  

 

② 提供月・利用者を選択します。 

  

 

③ 加算情報タブを選択します。 

 

  

 

④ 入院時支援連携加算を算定する回数を入力しま

す。 
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⑤ すべての入力を終えたら F9 登録をクリックし

て登録します。 

  

 

 

 

 

 

※ 設定した加算は請求明細書タブで確認できま

す。 

 

今回の改正では、サービス提供実績記録票（様式 3-1）の新様式に入院時支援連携加算の項目は設けられて

いません。予定や実績で加算有無を確認する時は、請求明細書画面で確認を行ってください。 

 

 

POINT 

今回の改正では入院時支援連携加算の項目は設けられていません 
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3-4. その他の変更・改良点 
 その他の変更点、改良点について説明します。 

 

■ 記録票予定/実績入力の説明メニューについて（居宅サービス共通） 

記録票予定/実績入力の説明メニューの内容を改正に合わせた内容に変更しました。熟練同行の入力や、通

常非表示の「継続」「回数 2 表示」メニューについて説明を行っているので、ご活用ください。 

 

 

 

 また、設定例ボタンをクリックすると事例に合わせた実績記録票の考え方・設定方法を確認できます。 

 

  

 

 

 



介五郎（総合支援版） Ver8.1.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正実績入力版】 

47 

 

■ 記録票予定/実績入力の一部表示方法の変更（居宅サービス共通） 

 使用頻度の少ない「継続」列について、通常は非表示として「継続表示」にチェックを付けて表示する形

に変更しました。 

 

 

 

■ 記録票予定/実績入力での移動加算のチェック機能の追加（重度訪問介護） 

 重度訪問介護で移動加算の契約情報がない利用者に移動加算を算定して登録した時に、入力エラーが表示

されるよう改良しました。前バージョンまでは、移動加算の契約情報が未入力でも給付費請求書作成まで進

めたため改良を行いました。エラーが出た時は、利用者台帳や記録票で契約情報を入力してから進めてくだ

さい。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「重度訪問介護移動加算」の契約情報

がない時に移動分数を算定 

登録すると入力エラーが表示 

「継続表示」にチェックを付けると、 

「継続」列が表示 
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■令和 6 年 3 月までのサ責減算（初任者研修）の情報について（居宅介護） 

「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画

に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数 30％減算する」措置は令和 6 年 4 月で廃止となりました。令

和 6 年 3 月までに事業所台帳で設定していた情報は旧制度情報メニューから確認できます。 
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4. 計画相談支援システムの変更 
計画相談支援システムの変更内容をご説明します。制度改正の内容については令和 6 年 3 月 25 公開の「令

和 6 年度障害福祉サービス制度改正マニュアル」をお読みください。※介五郎の「メッセージ」（メッセージ

リスト）からもご覧いただけます。 

 

 

  

4-1. 各種加算の設定 P. 50 

相談支援の 4 月からの加算・減算に対応しました。各メニューごとの加算・減算の設定方法などの説明を

行います。 

 4-1-1. 事業所台帳での加算・減算の設定（体制に関わる加算・減算） P. 51 

 事業所台帳での加算入力について説明を行います。改正に伴いレイアウトを変更しました。事業所

台帳で設定した加算は相談支援実績入力に反映させることができます。 

 4-1-2. 相談支援実績入力での加算・減算の入力 P. 56 

 相談支援実績入力での入力について説明をおこないます。改正に伴うレイアウトの変更や機能追加

を行いました。 

4-2. 再計算機能の新設 P. 64 

相談支援実績入力に再計算機能を新設しました。実績へ取込後に利用者台帳や事業所台帳で体制系の加算

減算設定を変えた後など、最新の台帳情報から加算の既定値を取得する時に使用します。実績画面で直接入

力した加算は保持したまま、台帳系の加算のみ反映させることが可能です。 

4-3. 計画相談支援実績確認表の変更、実績入力画面の加算一覧の説明 P. 68 

計画相談支援実績確認表について、加算・減算の増加に伴い閲覧しやすいよう利用者ごとの単票様式へ変

更しました。また、単位数・回数・地域単価欄を設け、利用者ごとの使用金額も確認できるようになりまし

た。 

4-4. 利用者別負担金集計表の新設 P. 72 

 月次帳票印刷に利用者別負担金集計表を新設しました。相談支援実績入力の内容から集計を行いますの

で、提供月ごとの請求予定額などを把握する時にご活用いただけます。 
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4-1. 各種加算の設定 
改正により新しい加算が設けられ、既存の加算も新しい区分が設けられるなどの変更が発生します。介五郎

の事業所台帳と相談支援実績入力も今回の改正に対応しました。各メニューでの設定方法などを次ページから

詳しく説明を行います。 

 

 

 

上記★印の体制に関わる加算は、事前に事業所台帳で設定を行うことにより相談支援実績入力の取込時に既定

値として取得することができます。その他の加算は、相談支援実績入力で直接入力を行います。 

新設の加算・減算 

★ 地域生活支援拠点等機能強化加算 

★ 高次脳機能障害支援体制加算 

★ 虐待防止措置未実施減算 

★ 情報公表未報告減算 

★ 業務継続計画未策定減算（令和 7 年 4 月から適用） 

 遠隔地訪問加算 

新たに区分が設けられるなど、変更が発生する加算 

★ 主任相談支援専門員配置加算 

★ 行動障害支援体制加算 

★ 要医療児者支援体制加算 

★ 精神障害者支援体制加算 

 医療・保育・教育機関等連携加算 

 集中支援加算 

 （計画相談支援のみ）居宅介護支援事業所等連携加算 

 （障害児相談支援のみ）保育・教育等移行支援加算 

（事業所台帳） 

 

（相談支援実績入力） 

 

事業所台帳で設定した加算類を、

毎月の実績入力で取得できる 
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4-1-1.事業所台帳での加算・減算の設定（体制に関わる加算・減算） 

 改正に伴いレイアウトを変更しました。体制に関わる加算はすべて事業所台帳で設定を行い、毎月の実績入

力で既定値として取得することができるようになります。 
 

 

＜事業所台帳で設定できる加算・減算＞  

 

 

  

加算名 備考 

15-虐待防止措置未実施減算（令和 6 年 4 月） 加算関連入力から設定を行います。 

詳細は P. 17「2-2. 虐待防止措置未実施減算・業務

継続計画未策定減算・情報公表未報告減算への対応に

ついて」を参照ください。 

16-業務継続計画未策定減算（令和 7 年 4 月） 

17-情報公表未報告減算（令和 6 年 4 月） 

21-主任相談支援専門員配置加算（令和 6 年 4 月） 加算関連入力から設定を行います。 

本バージョンより事業所台帳での設定が可能になり

ました。 

22-行動障害支援体制加算（令和 6 年 4 月） 加算関連入力から設定を行います。 

 23-要医療児者支援体制加算（令和 6 年 4 月） 

24-精神障害者支援体制加算（令和 6 年 4 月） 

25-高次脳機能障害支援体制加算（令和 6 年 4 月） 

09-ピアサポート体制加算（令和 3 年 4 月） 

地域生活支援拠点等機能強化加算 加算を算定する時は「1-有り」を選択します。 

 

事業所台帳で設定を行わないと、相談支援実績入力で加算・減算の入力が行えません。必ず事前に事業所台

帳で設定を行ってください。 

地域生活支援拠点等機能強化加算の 

入力項目を設けました。 

他の体制系加算は加算関連入力から

設定を行います。 

注意！ 
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＜地域生活支援拠点等機能強化加算の設定手順＞ 

 

 

 

 

  

① 事業所台帳の地域生活支援拠点等機能強化加算

欄に「1-有り」を選択して F9 登録をクリック

して登録します。 

  

 

地域生活支援拠点等機能強化加算は機能強化型ⅠまたはⅡを算定する場合のみ算定可能です。介五郎では機

能強化型欄が「Ⅰ」「Ⅱ」以外の時は、地域生活支援拠点等機能強化加算欄が「0-無し」とグレーアウト表

示されて触ることはできません。 

 

 

 

POINT 

機能強化型が「Ⅰ」「Ⅱ」以外の時は、地域生活支援拠点等機

能強化加算は「0-無し」とグレーアウト表示されて触れない 
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＜加算関連入力での設定手順＞  
（例）高次脳機能障害支援体制加算Ⅰを令和 6 年 4 月 1 日から算定する場合 

 

① 事業所台帳で加算関連入力をクリックします。 

  

 

② 加算関連入力画面が開いたら、加算種類で「25-

高次脳機能障害支援体制加算（令和 6 年 4 月）」

を選択します。 

  

 

③ 設定値で「1-加算Ⅰ」を選択します。 

  

 

④ 開始日に「令和 06 年 04 月 01 日」と入力し

て確定をクリックします 

 

  ※開始日は必ず算定開始月の 1日で設定してく

ださい。 
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⑤ F9 登録をクリックして登録します。 

  

 

※加算の算定を終了する時は終了日を入力します。 

 

終了日は必ず算定終了月の末日で設定してくださ

い。 

 

事業所台帳で設定した加算は相談支援実績入力へ取込時に、既定値として取得できます。 

相談支援実績実績入力の詳細は P. 56「4-1-2 相談支援実績入力での加算・減算の入力」をご覧ください。 

 

（例）高次脳機能障害支援体制加算Ⅰと主任支援専門配置加算Ⅰを事業所台帳で設定した場合 

 

POINT 
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【行動障害支援体制加算、要医療自者支援体制加算、精神障害者支援体制加算について】 

今回の改正で加算（Ⅰ）（Ⅱ）の二区分が出来たため、3 月まで加算を算定していた場合も 4 月からの算

定区分を新たに設定する必要があります。事業所台帳では 4 月から分と 3 月まで分で加算種類を分けてい

るので、4 月以降の加算種類から設定を行ってください。なお 3 月まで分は終了日を設定しなくても 4 月

以降の実績には反映されません。 

 

令和 6 年 4 月から分の加算種類 

22- 行動障害支援体制加算（令和 6 年 4 月） 

23- 要医療児者支援体制加算（令和 6 年 4 月） 

24-精神障害者支援体制加算（令和 6 年 4 月） 

 

 

令和 6 年 3 月まで分の加算種類 

06- *行動障害支援体制加算 

（平成 30 年度-令和 5 年度） 

07- *要医療児者支援体制加算 

（平成 30 年度-令和 5 年度） 

08-*精神障害者支援体制加算 

（平成 30 年度-令和 5 年度） 

※「*」は旧加算を意味します。 

 

旧加算の終了日は入力不要 

注意！ 
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4-1-2.相談支援実績入力での加算・減算の入力 

 4 月からの加算・減算に対応しました。加算類の増加に合わせレイアウトの変更や機能追加を行いました。 

 

＜相談支援実績入力＞ 

 

 

 

＜相談支援サービス内容入力＞ 

加算類の増加に伴い、体系ごとにタブを分けて加算の位置を把握しやすいよう変更しました。 

 

 

タブ名 備考 

加算・減算（◇） 利用者に対して行ったことに関する加算・減算を入力します。 

利用者に係る加算・減算（□） 利用者に関する加算・減算を入力します。 

体制に係る加算・減算（△） 事業所の体制に係る加算・減算を入力します。一部加算を除き、事前に

事業所台帳で設定を行い、実績に反映させます。 

加算のみ（☆） 加算のみで算定できる加算を入力します。 

① 4 月からの加算に対応しました。右にスクロールする

と全ての加算を確認できます。 

② 再計算ボタンを設けました 

  詳細は P.64「4-2.再計算機能の新設」を参照ください。 

タブを切り替えて各加算の入力を行います 
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タブ名末尾の「◇□△☆」記号は相談支援実績入力画面の各加算と連動し、どのタブで入力した加算かを把

握しやすくなっています。 

 

 

 

 

 

次ページから各タブごとの加算項目と注意点などを説明します。 
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■加算・減算タブ（◇） 

 利用者に対して行ったことに関する加算・減算を入力します。 

 

 

 

 

  

加算名 備考 

初回加算 算定する回数を入力します。 

退院・退所加算 算定する回数を入力します。 

上限管理加算 算定する場合にチェックを付けます。 

入院時情報連携加算Ⅰ 算定する場合にチェックを付けます。 

入院時情報連携加算Ⅱ 算定する場合にチェックを付けます。 

サービス担当者会議実施加算 算定する場合にチェックを付けます。 

サービス提供時モニタリング加算 算定する場合にチェックを付けます。 

居宅介護支援事業所等連携加算（情報提供） 算定する場合にチェックを付けます。 

医療・保育・教育機関等連携加算 算定する区分にチェックをつけます。「通院同行」の

場合は算定する回数を入力します。 
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■利用者に係る加算・減算タブ（□） 

 利用者に関する加算・減算を入力します。 
 

 

 

加算名 備考 

居宅重複減算 算定する区分を選択します。利用者台帳の相談支援タブで事前設定すると、実

績へ取込時に既定値として取得できます。 
 

 

特別地域加算 算定する場合にチェックを付けます。利用者台帳の基本情報タブの「中山間地

域」にチェックを付けると、実績へ取込時に既定値として取得できます。 

 

遠隔地訪問加算 算定する区分にチェックを付けます。「遠隔地 初回加算」「遠隔地 退院・退所

加算」「遠隔地 医療・保育・教育機関等連携加算」の通院同行は算定する回数

を入力します。 
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■体制に係る加算・減算タブ（△） 

事業所の体制に係る加算・減算を入力します。取込を行うと事業所台帳の設定内容と給付区分を元に加算・

減算を取得します。事業所台帳で設定を行っていない場合は加算・減算を付けることができません。（地域体

制強化共同支援加算、地域生活支援拠点等相談強化加算を除く） 

地域体制強化共同支援加算、地域生活支援拠点等相談強化加算はこの画面で直接入力を行います。 

 

 

 

 

 

＜事業所台帳から既定値として取得する加算＞ 

 

＜実績入力で直接入力が必要な加算＞ 

加算名 備考 

22-行動障害支援体制加算（令和 6 年 4 月） 事業所台帳の設定と給付区分に合わせて回数が取得さ

れます。手入力で回数の変更も可能です。 

給付区分が「利用継続支援費」：2 回で取得 

給付区分が「利用支援費」「継続支援費」：1 回で取得 

23-要医療児者支援体制加算（令和 6 年 4 月） 

24-精神障害者支援体制加算（令和 6 年 4 月） 

25-高次脳機能障害支援体制加算（令和 6 年 4 月） 

15-虐待防止措置未実施減算（令和 6 年 4 月） 事業所台帳で設定するとチェックが付きます。 

16-業務継続計画未策定減算（令和 7 年 4 月） 事業所台帳で設定するとチェックが付きます。 

17-情報公表未報告減算（令和 6 年 4 月） 事業所台帳で設定するとチェックが付きます。 

09-ピアサポート体制加算（令和 3 年 4 月） 事業所台帳で設定するとチェックが付きます。 

21-主任相談支援専門員配置加算（令和 6 年 4 月） 事業所台帳で設定した区分が選択されます。 

地域生活支援拠点等機能強化加算 事業所台帳で設定をするとチェックが付きます。 

加算名 備考 

地域体制強化共同支援加算 算定する場合にチェックを付けます。 

地域生活支援拠点等相談強化加算 算定する場合に回数を入力します。 

事業所台帳の設定内容で加算・減算を取得します。

回数算定の加算は給付区分に合わせて回数が反映

されます。事業所台帳で設定を行っていないと加算

類の入力ができません。 

地域体制強化共同指導加算と地域生活支援拠点等

相談強化加算は直接入力を行います 
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【行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加

算について】 

実績取込後に給付区分を変更すると、加算の回数も連動して変更されます。 

（例）高次脳機能障害支援体制加算を算定時。給付区分を「31-利用継続支援費Ⅰ」から「11-利用支援費

Ⅰ」に変更すると高次脳機能障害支援体制加算は「2 回」から「1 回」に自動的に変更されます。 

（利用継続支援費Ⅰ） 

 

 

 

（利用支援費Ⅰ） 

 

 

事業所台帳系の加算類は、事業所台帳で事前設定せずに実績へ取込した場合、加算類の入力ができません。

一度実績を取込した後に加算類を反映させたい場合は、事業所台帳で加算類を設定した後に再計算を行う

と、加算類の情報を取得することができます。再計算機能については P. 64「4-2.再計算機能の新設」を参

照願います。 

 

 

 

 

 

 

 

注意！ 

②給付区分に合わせて加算の回数が自動的に変更される 

①給付区分を変更 

注意！ 

事業所台帳で未設定のため 

加算を入力できない 
再計算すると加算が反映 

事業所台帳で加算設定後に再計算 



介五郎（総合支援版） Ver8.1.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正実績入力版】 

62 

 

■加算のみタブ（☆） 

 加算のみで算定できる加算を入力します。 

 

 

 

 

 

 

  

（計画相談支援） 

 

 

 

 

（障害児相談支援） 

 

加算名  

集中支援加算 算定する区分にチェックを付けます。「通院同行」の場合は算定する

回数を入力します。 

（計画相談支援のみ） 

居宅介護支援事業所等連携加算 

算定する区分にチェックを付けます。 

（障害児相談支援のみ） 

保育・教育移行支援加算 

算定する区分にチェックを付けます。 

遠隔地訪問加算 算定する区分にチェックを付けます。「遠隔地 集中支援加算」の通

院同行の場合は算定する回数を入力します。 

給付区分が「91-加算のみ」の時のみ

加算の入力ができます 
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【すべてのタブ共通のポイント】 

回数を入力する加算は、算定可能回数加算以上の回数を入力して登録した時に入力エラーを出します。 
 

（例）集中支援加算（通院同行）を 4 回以上入力した場合。※算定可能回数は 3 回 

 

 

＜算定可能回数以上入力すると入力エラーが出る加算＞ 

タブ 加算名 算定可能回数 

加算・減算 退院・退所加算 3 回まで 

医療・保育・教育機関等連携加算 

（通院同行） 

3 回まで 

利用者に係る加算・減算 遠隔地 退院・退所加算 3 回まで 

遠隔地 医療・保育機関等連携加算 

（通院同行） 

3 回まで 

体制に係る加算・減算 行動障害支援体制加算 利用支援費、継続支援費それぞれ1回 

要医療児支援体制加算 利用支援費、継続支援費それぞれ1回 

精神障害者支援体制加算 利用支援費、継続支援費それぞれ1回 

高次脳機能障害支援体制加算 利用支援費、継続支援費それぞれ1回 

地域生活支援拠点等相談強化加算 4 回まで 

加算のみ 集中支援加算（通院同行） 3 回まで 

遠隔地 集中支援加算（通院同行） 3 回まで 

。 

POINT 
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4-2. 再計算機能の新設 
  相談支援実績入力に再計算機能を新設しました。利用者台帳や事業所台帳から既定値を取得する加算・減

算について、最新の台帳情報から加算・減算の既定値を取得しなおして再計算を行います。。初回加算など実

績画面で直接入力した加算・減算は保持したまま情報の取得を行えるので、一度実績へ取込した後に事業所台

帳の加算情報を変更した時などに活用していただけます。 

 

 

 

＜再計算で実績に取得できる加算・減算＞ 

 

 

対象の加算・減算 情報取得元の台帳 

居宅重複減算 利用者台帳  

設定箇所・設定方法は P. 56「4-1-2.相談支援実績入力での加算

入力」の「■利用者に係る加算・減算タブ」を参照願います。 

特別地域加算 

行動障害支援体制加算 事業所台帳 

設定箇所・設定方法は P. 56「4-1-2.相談支援実績入力での加算

入力」の「■体制に係る加算・減算タブ」を参照願います。 

要医療児支援体制加算 

精神障害者支援体制加算 

高次脳機能障害支援体制加算 

主任相談支援専門員配置加算 

地域生活支援拠点等機能強化加算 

虐待防止措置未実施減算 事業所台帳 

設定箇所・設定方法は P. 56「2-2. 虐待防止措置未実施減算・業

務継続計画未策定減算・情報公表未報告減算の入力」を参照願い

ます。 

業務継続計画未実施減算 

情報公表未報告減算 

最新の事業所台帳・利用者台帳から加算類

の既定値を取得しなおします 
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＜再計算の手順＞  
（例）事業所台帳で行動障害支援体制加算Ⅰが未設定のまま実績に取込を行ったので、事業所台帳で加算設定

を行って実績に反映させたい場合。 

 

 

 

 

 

 

① 事業所台帳の加算関連入力で行動障害支援体制

加算を設定して登録します。 

  

 

② 相談支援実績入力を開きます。 

  

事業所台帳で未設定のため加算がつかず触

れない 
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③ 再計算をクリックします。 

  

 

④ 確認画面が表示されます。はい(Y)をクリックし

ます。「計画相談支援」「障害児相談支援」すべて

ての実績に対して登録が行われます。 

 

 

  

 

⑤ 確認画面が表示されます。はい(Y)をクリックし

ます。 

  

 

 

 

 

 

⑥ 実績に取込している利用者全員に行動障害支援

体制加算Ⅰが反映されました。 

 

※ 再計算を行うと事業所台帳系の加算・減算は実

績に取込済の利用者全員に反映されます。利用

者台帳系の加算は、台帳で設定を行った利用者

にのみ反映されます。 
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再計算は初回加算など実績画面で直接入力が必要な加算を保持したまま、利用者台帳・事業書台帳系の加

算類を取得します。再計算ではなく F7 取込での再取込でも利用者台帳・事業書台帳系の加算類の取得はで

きますが、実績で直接入力した加算類はクリアされてしまいます。特別な理由がない限りは、再計算機能を

ご活用ください。 

 

◆ 再計算をした場合 

  

 

 

 

 

◆ F7 取込で再取込した場合 

  

 

 

 

 

POINT 

初回加算など実績で直接入力した加算が保

持されたまま 

初回加算など実績で直接入力した加算はク

リアされてしまう 
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4-3. 計画相談支援実績確認表の変更、実績入力画面の

加算一覧の説明 
相談支援実績入力で印刷できる計画相談支援実績確認表について。加算減算の増加に伴い、閲覧・確認が行

いやすいよう利用者ごとの単票様式へ変更しました。また、単位数・回数・地域単価欄を設け、利用者ごとの

使用金額も確認できるようになりました。 

  

 

（計画相談支援実績確認表 計画相談支援の場合） 
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（計画相談支援実績確認表 障害児相談支援の場合） 
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【相談支援実績入力の加算・減算一覧】 

 

 

項目名の「◇□△☆」は入力を行うタブを表します。 

 

項目名 加算・減算名 表示内容 

◇初回加算 初回加算 算定する回数 

◇退院退所 退院・退所加算 算定する回数 

◇上限加算 上限管理加算 算定時は「○」 

◇入院連携 入院時情報連携加算 算定する区分 

◇会議実施 サービス担当者会議実施加算 算定時は「○」 

◇モニタ サービス提供時モニタリング加算 算定時は「○」 

◇居連情報 居宅介護支援事業所等連携加算（情報提供） 算定時は「○」 

◇移行情報 保育・教育等移行支援加算（情報提供） 算定時は「○」 

◇機連計画 医療・保育・教育機関等連携加算（面談 計画作成月） 算定時は「○」 

◇機連モニ 医療・保育・教育機関等連携加算（面談 モニタリング月） 算定時は「○」 

◇機連同行 医療・保育・教育機関等連携加算（通院同行） 算定する回数 

◇機連情報 医療・保育・教育機関等連携加算（情報提供 病院等、それ以外） 算定時は「○」 

□重複減算 居宅重複減算 算定する区分 

□特地加算 特別地域加算 算定時は「○」 

□遠隔初回 遠隔地訪問加算（初回加算） 算定する回数 

□遠隔退院 遠隔地訪問加算（退院・退所加算） 算定する回数 

□遠入院Ⅰ 遠隔地訪問加算（入院時情報連携加算Ⅰ） 算定時は「○」 

□遠機連計 遠隔地訪問加算 

（医療・保育・教育機関等連携加算 面談 計画作成月） 

算定時は「○」 

□遠機連モ 遠隔地訪問加算 

（医療・保育・教育機関等連携加算 面談 モニタリング月） 

算定時は「○」 

□遠機連同 遠隔地訪問加算（医療・保育・教育機関等連携加算 通院同行） 算定する回数 

右にスクロールすると全ての加算を確認できます。 
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項目名 加算・減算名 表示内容 

△行動体制 行動障害支援体制加算 算定する区分 

△要医体制 要医療児者支援体制加算 算定する区分 

△精神体制 精神障害者支援体制加算 算定する区分 

△高機体制 高次脳機能障害支援体制加算 算定する区分 

△虐防未減 虐待防止措置未実施減算 算定時は「○」 

△業継未減 業務継続計画未策定減算 算定時は「○」 

△情公未減 情報公表未報告減算 算定時は「○」 

△ピア体制 ピアサポート体制加算 算定時は「○」 

△主任配置 主任相談支援専門員配置加算 算定する区分 

△機能強化 地域生活支援拠点等機能強化加算 算定時は「○」 

△共同支援 地域体制強化共同支援加算 算定時は「○」 

△相談強化 地域生活支援拠点等相談強化加算 算定する回数 

☆集中訪問 集中支援加算（訪問） 算定時は「○」 

☆集中開催 集中支援加算（会議開催） 算定時は「○」 

☆集中参加 集中支援加算（会議参加） 算定時は「○」 

☆集中同行 集中支援加算（通院同行） 算定する回数 

☆集中情報 集中支援加算（情報提供（病院等、それ以外）） 算定時は「○」 

☆居連訪問 居宅介護支援事業所等連携加算（訪問） 算定時は「○」 

☆居連会議 居宅介護支援事業所等連携加算（会議参加） 算定時は「○」 

☆移行訪問 保育・教育等移行支援加算（訪問） 算定時は「○」 

☆移行会議 保育・教育等移行支援加算（会議参加） 算定時は「○」 

☆遠移行訪 遠隔地訪問加算（保育・教育等移行支援加算 訪問） 算定時は「○」 

☆遠居連訪 遠隔地訪問加算（居宅介護支援事業所等連携加算 訪問） 算定時は「○」 

☆遠集中訪 遠隔地訪問加算（集中支援加算 訪問） 算定時は「○」 

☆遠集中同 遠隔地訪問加算（集中支援加算 通院同行） 算定する回数 
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4-4. 利用者別負担金集計表の新設 
 月次帳票印刷に利用者別負担金集計表を新設しました。相談支援実績入力の内容から集計を行いますので、

提供月ごとの請求予定額などを把握する時にご活用ください。 

 

 

 

項目名 内容 

番号 追番が表示されます。 

利用者名 利用者名が表示されます。 

サービス種類 サービス種類が表示されます。 

給付区分 給付区分が表示されます。 

計画作成日 計画作成日が表示されます。 

モニタリング日 モニタリング日が表示されます。 

給付単位数 給付単位数が表示されます。 

単位数単価 単位数単価（＝地域単価）が表示されます。 

市町村請求額 市町村請求額が表示されます。 

利用者負担額 利用者負担額の項目です。 

※項目は設けていますが、令和 6 年度時点では計画相談支援・障害児相談支援にて利用

者負担額は発生しないので「0」で表示されます。 

合計請求額 市町村請求額＋利用者負担額の合計額が表示されます。 

合計 給付単位数、市町村請求額、利用者負担額、合計請求額の合計が表示されます。 
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＜利用者別負担金集計表の出し方＞ 

 

① メインメニューより月次帳票印刷をクリック

し、開きます。 

  

 

② 提供月を選択します。 

  

 

③ 日常業務メニューの「利用者別負担金集計表」

を選択します。 
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④ 必要な場合は条件入力を行い F8 画面をクリッ

クします。 

  

 

⑤ 印刷確認が表示されます。はい(Y)をクリックし

ます。 

  

 

⑥ 利用者別負担金集計表が表示されます。 
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